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基本理念

行動指針

私たちはエコアクション２１の活動を通じてＳＤＧｓに取り組みます。

株式会社環境技術センターは環境への負荷を低減しつつ、産業廃棄物の適正処理に励みます。

「感謝と明るい職場」

以下に掲げる事項を推進することで環境経営システムの継続的な改善をはかるとともに、

「感謝と明るい職場」を実現します。

1.	法令遵守の徹底をして委託された産業廃棄物の適正処理に努めます。

2.	産業廃棄物の分別を徹底してリサイクル率向上に努めます。

3.	環境関連法規及び、当社で決めた事項の厳守に努めます。

4.	産業廃棄物収集運搬・処分業における環境負荷の低減（二酸化炭素排出量、水使用量の削減）に

努めます。

5.	環境経営方針を従業員に周知し、全員で一丸となって取組みます。

6.	環境への取組みをまとめて、定期的な見直しを行い公表します。

環境経営方針

2022年9月1日制定

kankyou  株式会社環境技術センター

代表取締役　山田　善文
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１．取組の対象組織・活動

１） 事業者名および代表者名

事業者名　： 株式会社環境技術センター

代表者名　： 代表取締役　山田　善文

創業　　　　：

２） 所在地

本社所在地： 〒 807-1123

福岡県北九州市八幡西区下畑町13番7号

新門司中間処分場： 〒 800-0115

福岡県北九州市門司区新門司1丁目5番2

３） 責任者および担当者連絡先

責任者　　： 環境管理責任者 代表取締役　山田　善文

担当者　　： EA21事務局　 代表取締役　山田　善文

連絡先　　： TEL　093-619-1611　　FAX　093-619-1612

E-Mail　 kankyou@ace.ocn.ne.jp

４） 事業内容

産業廃棄物の収集運搬・中間処理業

５） 事業規模　（　令和　4　年度）

資本金　　　 ： 47 百万円

売上高　　　 ： 138 百万円

従業員数　　： 12 人

敷地面積　　： 5,401.54　㎡

６） 事業年度

7月 ～ 6月

７） 認証・登録の対象範囲（全組織・全活動）

①対象事業者名　： 株式会社環境技術センター

②対象事業所　 　： ・本社　　　・新門司中間処分場

③対象活動　　　　： 産業廃棄物の収集運搬・中間処理

1996年7月18日
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８） 収集運搬車両の種類と台数

収集運搬車両： ２ｔコンテナ車 2 台

４ｔコンテナ車 3 台

8ｔコンテナ車 2 台

クラム車 2 台

10tダンプ車 1 台

９） 産業廃棄物収集運搬業の許可内容等

・許可の内容、北九州市収集運搬業　　　

・許可番号、第07610046086号

・許可年月日、令和4年2月24日・許可の有効年月日、令和9年2月23日

・廃棄物の種類、収集運搬　　汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、

　木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類　以上13種類

・積み替え保管施設　　面積20.16平方メートル　所在地　北九州市門司区新門司１丁目５番2

　種類：廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、がれき類

・許可の内容、福岡県収集運搬業　　　

・許可番号、第04000046086号

・許可年月日、令和4年6月12日・許可の有効年月日、令和9年6月11日

・廃棄物の種類、収集運搬　　汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、

　木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類　以上13種類

・許可の内容、福岡県収集運搬業（特別管理産業廃棄物）　　　

・許可番号、第04050046086号

・許可年月日、令和4年8月19日・許可の有効年月日、令和9年8月18日

・事業の区分と廃棄物の種類、収集運搬　　廃石綿等

・許可の内容、山口県収集運搬業　　　

・許可番号、第03500046086号

・許可年月日、令和4年8月4日・許可の有効年月日、令和9年7月11日

・廃棄物の種類、収集運搬　　汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、

　木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類　以上13種類

・許可の内容、山口県収集運搬業（特別管理産業廃棄物）　　　

・許可番号、第03550046086号

・許可年月日、令和4年8月4日・許可の有効年月日、令和9年8月3日

・事業の区分と廃棄物の種類、収集運搬　　廃石綿等
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・許可の内容、大分県収集運搬業　　　

・許可番号、第04408046086号

・許可年月日、令和4年月日・許可の有効年月日、令和9年7月25日

・廃棄物の種類、収集運搬　　汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、

　木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、がれき類　以上13種類

・許可の内容、大分県収集運搬業（特別管理産業廃棄物）　　　

・許可番号、第04458046086号

・許可年月日、令和4年9月9日・許可の有効年月日、令和9年9月8日

・事業の区分と廃棄物の種類、収集運搬　　廃石綿等

・許可の内容、北九州市収集運搬業（一般廃棄物）　　　

・許可番号、北九一廃　第１６４号

・許可年月日、令和3年3月3日・許可の有効年月日、令和5年3月2日

・事業の区分と廃棄物の種類、収集運搬　B類（粗大、紙くず、布くず、草木くずに限る）

・許可の内容、北九州市中間処理業　　　

・許可番号、第07620046086号

・許可年月日、令和2年2月8日・許可の有効年月日、令和7年2月7日

・中間処理施設の種類、

　廃棄物の種類、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、

　　　　　　　　　がれき類

・中間処理業処理能力処理方法、

　破砕：がれき類　4.8t/日　廃プラスチック類　4.6t/日　紙くず　3.5t/日　木くず　4.5ｔ/日

             繊維くず　2.6t/日　金属くず　4.5ｔ/日　ガラスくず　4.6t/日　

・破砕：ガラスくず（廃石膏ボードに限る）　4.2t/日

・圧縮：廃プラスチック類　1.5t/日　紙くず　2.3t/日　繊維くず　1.3t/日　金属くず　4.0t/日

（処理工程図）

・別紙参照

10） 収集運搬量及び中間処分量

産業廃棄物収集運搬量 (ton) 4492.3 1081.3 2190.3

産業中間処分量 (ton) 6064.9 1463.7 2124.3

一般廃棄物収集運搬量 (ton) 0.013 0.008 0.003
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別紙　産業廃棄物処理工程図

産廃の種類 ﾘｻｲｸﾙ、最終処分場

建

設

現

場
・
工

場

等

木くず

廃プラスチック類（軟質系）

ｶﾞﾗｽくず(廃石膏ボード）

金属くず

紙くず（ダンボール等）

がれき類
ｶﾞﾗｽくず

コンクリートくず
アスファルトくず 再生・・・路盤材料

再生・・・石膏ﾎﾞｰﾄﾞ材料

最終処分・・・安定型埋立

再生・・・製綱原料

再生・・・再生紙原料

再利用・・・セメント原料

再利用・・・セメント原料

再生・・・プラスチック原料

再利用・・・セメント原料

廃プラスチック類（硬質系）

再生・・・再生紙原料

紙くず・木くず・繊維くず
焼却・熱回収・・・発電 最終処分・・・管理型埋立

廃プラスチック類（硬質系）
最終処分・・・安定型埋立

最終処分・・・管理型埋立
管理型混合廃棄物

2次中間処理施設

2次中間処理施設

2次中間処理施設

2次中間処理施設

2次中間処理施設

2次中間処理施設

2次中間処理施設

2次中間処理施設

2次中間処理施設

㈱
環
境
技
術
セ
ン
タ
ー
新
門
司
処
分
場

許
可
番
号
場
0
7
6
2
0
0
4
6
0
8
6

㈱
環
境
技
術
セ
ン
タ
ー
 

 

許

可

番

号

0

4

0

0

0

0

4

6

0

8

6

他

混
合
廃
棄
物
（
選
別
後

破
砕
・
圧
縮
）

破砕後（石膏ボード剥離紙）

廃
石
膏
ボ
ー
ド
（
破
砕
）

2次中間処理施設

最終処分・・・管理型埋立

2次中間処理施設

5



EA２１推進体制
【組織図および実施体制】

統括責任者

代表取締役

山田　善文

環境経営管理責任者

営業・管理グループ長

運搬グループ 処理グループ 営業・管理グループ

社員 社員 社員

所属（役職） 役割・責任・権限・使命

統括責任者 ・全体の統括管理

代表取締役 ・EA21の構築・運用・維持に必要な資源の準備

山田　善文 ・環境経営方針の制定

・文書類の作成・管理

運搬グループ ・車両全体の管理

・エコドライブの推進

・EA21委員会の開催（原則４半期毎）

・システム全体の評価と見直し

環境経営管理責任者 ・EA21の要求事項に適合したシステムを構築し、維持管理する

・機械設備全体の管理

EA21委員会

処理グループ ・使用重機の管理

・排出廃棄物の品質管理

・燃料使用量、メンテナンス管理

・環境経営目標・環境経営活動計画の策定

・文書類の作成補助

営業・管理グループ ・外部要求事項の受付

・使用エネルギー量（水・電気・ガス等）の管理

・環境経営目標および実施事項に対する問題点の是正処置の実施

6



事業年度：7月～6月　

目標 実績 評価

47,586 以下 186,357 以下 184,474 以下 182,592 以下

(1％) (1％) (2％) (3％)

8,312 以下 34,658 以下 34,308 以下 33,958 以下

(1％) (1％) (2％) (3％)

718 以下 2,791 以下 2,763 以下 2,734 以下

(1％) (1％) (2％) (3％)

16,607 以下 64,717 以下 64,064 以下 63,410 以下

(1％) (1％) (2％) (3％)

72.7 以上 72.7 以上 73.4 以上 74.1 以上

(3％) (3％) (4％) (5％)

74 以下 385 以下 381 以下 377 以下

(1％) (1％) (2％) (3％)

0 1 1 1

3 12 12 12

※1　CO2排出係数は、2019年度九州電力株式会社（調整後排出係数*）「0.370kg-CO2/kWh」を使用

※2　化学物質の使用なし

※3　本社事務所の建物は他社と兼用のため、電気使用量、水使用量の把握ができない

3

389

3.2　環境経営目標と実績及びその評価

回/年 12 3

16,775

○

3.1　環境経営目標と実績

×

4 その他

ボランティア活動 回/年 1 0 1 ○

会社周囲の溝掃除

3 水使用量の削減 ㎥

6,946

75 75

×

2 2-1
受託した産業廃棄物リサイク

ル率の向上
％ 70.6 70.6 76.8 〇

1-3 軽油使用量の削減 ℓ 65,371

55,637 ×

19,595

〇

1-2 ガソリン使用量の削減 ℓ 2,819 725 1,083 ×

1-1 電力使用量の削減 kWh 35,008 8,396

1 二酸化炭素排出量の削減 kg-CO2 188,239 48,067

３．環境経営目標と実績及び評価

環境目標 単位

基準年度 目標

2021年度
2021年

10月～12月

2022年

10月～12月
2022年度 2023年度 2024年度

ボランティア活動・

会社周囲の溝掃除

水使用量の削減

項　目 確認・評価

目標値に対し、電気：84%、ガソリン：151％、軽油118%であった。ガソリン及び軽油が大幅に増加

し、二酸化炭素排出量も117%と大幅に超える結果となった。昨年の同時期と比較して、収集運搬量

は203%、中間処分量は145%と大幅に増加していることが要因である。試行期間の結果であり、年間

或いは中長期的な動向を見て目標及び活動内容について検討することとする。

リサイクル率の向上は、目標値を上回ることができた。このまま活動を継続していくことする。

わずかに目標を上回ったが、今後節水に留意しながら、活動を継続していくこととする。

予定通り活動できた。今後も活動を継続していくこととする。

二酸化炭素排出量の削減

受託した産業廃棄物

リサイクル率の向上
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４．環境経営計画とその評価結果及び今後の取り組み

1 エアコンの設定温度を決め実行

2 エアコンのフィルター掃除

3 節電ステッカーを取り付け　励行する

1 エコドライブの推進

2 車両及び重機にアイドリングスットプのステッカーを貼り　励行する

3 収集運搬経路の適正化

1 分別の徹底

2 作業分担の確認を徹底

1 節水ステッカーを取り付け　励行する

2 洗車時の節水

3 処理場粉じん対策の散水を必要最低限にを減らす

1 会社周辺の清掃

2 ボランティア事業へ参加

＊次年度もこの環境経営計画を継続する

評　価　結　果　

受託産業廃棄物

リサイクル率の

向上

水使用量の削減

ボランティア活

動

１，２、３とも実行できた。今後も継続して実行す

る。

１，２、３とも実行できた。今後も継続して実行す

る。

計画通りに実行した。

１，２、３とも実行できた。今後も継続して実行す

る。

取引先、清掃活動等に参加をした。

取組項目 活　　動　　項　　目

二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

電気使用量の

削減

化石燃料使用

量の削減
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５．環境関連法規への違反、訴訟等の有無

　　環境関連法規などの一覧(廃掃法、フロン排出抑制法等）及びそれらの遵守状況を確認した結果、

　　環境関連法規への違反はありませんでした。

　　関係当局より違反の指摘及び、利害関係者からの訴訟等も過去５年以上ありません。

６．代表者による全体評価と見直し・指示

・二酸化炭素排出量の目標値は達成ができなかった、仕事量（運搬量・処分量）が大幅に増加し、

　軽油使用量が大幅に増加したこと要因で未達成になってしまった。

　試行期間であり、年間及び中長期の動向を見て、目標及び活動内容について検討することとする。

・車両に関してはより一層のエコドライブの徹底、効率的な配車を行っていきたい。

　

・運搬用車両の更新を計画し、従業員がより安全で効率的に作業できるように、ドライブレコーダー等の

　安全装置搭載車へ随時、車両を更新していきます。

　新しい車両に更新することにより、燃費向上や修繕の減少に期待したいと思います。

・産業廃棄物のリサイクル率は、目標を上回った。このまま活動を継続していくことする。

・次年度も環境経営マネジメントシステム活動を有効に活用し、目標達成と売上向上に取り組みます。
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